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報 道 資 料 
 

令和７年１０月２７日 

 

１ 件  名 
「児童虐待防止対策推進」及び「女性に対する暴力をなくす運動」

に係る啓発事業の実施について 

２ 日  時 令和７年１１月１日（土）～１１月３０日（日） 

３ 場  所  新山口駅南北自由通路（マルチディスプレイ横） 他 

  

４ 内  容 

【趣旨】 

 １１月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンを実施します。 

また、毎年１１月１２日から１１月２５日（女性に対する暴力撤廃国際日）までの

２週間、「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されています。 

本市では、昨今の児童虐待の問題及び配偶者等からの暴力に対する社会的な関心を 

踏まえ、山口市本庁舎及び新山口駅南北自由通路において、共同でライトアップを行

うほか、別紙資料のとおり啓発事業を実施します。 

【内容】 

① 児童虐待防止対策推進キャンペーン 

オレンジ・ライトアップ（１１月１日～１１日） 

② 女性に対する暴力をなくす運動 

パープル・ライトアップ（１１月１２日～２５日） 

③ マルチディスプレイを活用した啓発（１１月１日～３０日） 

④ 児童虐待防止対策啓発事業（１１月１日～３０日） 

※詳細は、別紙資料①のとおりです。 

⑤ 女性に対する暴力根絶のための啓発事業  

※詳細は、別紙資料②のとおりです。 

 

５ 問い合わせ 

【児童虐待防止対策推進】 

こども未来部子育て保健課 家庭児童相談室 秋田、渡辺 

℡ ０８３－９３４－２９６０ 

【女性に対する暴力をなくす運動】 

地域生活部人権推進課 男女共同参画推進室 東浦、山本 

   ℡ ０８３－９３４－２７８４ 

 

（様式１） 
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令和７年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」の実施について 

 

こども家庭庁では、１１月を「秋のこどもまんなか月間」とし、家庭や学校、地域など社会

全般において、児童虐待問題に対する深い関心と理解が得られるよう、地方公共団体や関

係府省庁、民間団体等による積極的な広報・啓発活動を推進しています。 

本市においても、１１月に標記キャンペーンを実施いたします。 

 

【取組内容】 

１ オレンジライトアップ 

①  日時：令和７年１１月１日（土）～１１月１１日（火） 17:00～22:00 

 場所：新山口駅南北自由通路 在来線改札口付近 

     ＊期間中、大型マルチディスプレイを活用し、啓発用画像を掲示 

②  日時：令和７年１１月１日（土）～１１月１１日（火） １８：００～２１：０0 

     場所：山口市本庁舎 

 

２ オレンジリボン街頭啓発活動 

主催：山口市要保護児童対策地域協議会 

（構成機関：児童に関わる市・県等の行政機関、福祉、医療、地域の支援機関） 

 

     日時：令和７年１１月２２日（土） 10:30～13:30  

場所：ゆめタウン山口 ２階レストスペース （大内千坊六丁目９－１） 

内容：幟の掲揚、オレンジツリーの設置、オレンジグッズ等の配布 

 

３ オレンジツリー・幟の掲揚  

  期間：令和７年１１月１日（土）～１１月２８日（金） 

  場所：①山口市本庁舎 1階中央エレベーター横 

②こども家庭センター     

③やまぐち子育て福祉総合センター（山口保育園内） 

 

４ 啓発用リーフレットの作成・配布 

  街頭啓発活動時をはじめ、家庭への訪問時や講演会等の機会に市民の皆様に配布す

るほか、研修会等で関係機関の皆様に配布します。 

 

５ 子育て講演会の開催  

日程等詳細について、検討中。 

 

６ ダブルリボン・バッジの着用 

  期間：令和７年１１月１日（土）～１１月３０日（日） 

  啓発のため、市幹部職員及び市議会議員に配布し、着用の協力を依頼します。 
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７ オレンジリボン型啓発用ミニシールの配布 

期間：令和７年１１月１日（土）～１１月３０日（日） 

関係部局に配布し、期間中の郵便物、名刺に貼付し使用します。 

 

８ マグネットリボンの貼付 

期間：令和７年１１月１日（土）～１１月３０日（日） 

保健センター管理の公用車に貼付します。 

 

９ 昨年度の取組の様子 

① 維新みらいふスタジアム 

    

② ゆめタウン山口 

   

 

令和７年度啓発標語 
「知らせよう あなたが あの子の声になる」 

担当：こども未来部子育て保健課 

家庭児童相談室 

    直通 934-2960 

    内線 2873 
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令和７年度「女性に対する暴力をなくす運動」の実施について 

 

 

男女共同参画推進本部（本部長：内閣総理大臣）においては、平成１３年６月５日に、毎年

１１月１２日から２５日（国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」）までの２週間、「女

性に対する暴力をなくす運動」を実施することが決定されています。 

暴力は、その対象者の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものでは

ありません。特に、配偶者やパートナー等からの暴力、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、売

買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく

侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。 

この運動を一つの機会ととらえ、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化す

ることを目的としています。 

 

 

【取組内容】 

１ パープル・ライトアップ 

  期間：令和７年１１月１２日（水）～１１月２５日（火） 

１７：００～２２：００（山口市役所本庁舎は１８：００～２１：００） 

  場所：山口市役所本庁舎（山口総合支所）、新山口駅南北自由通路、山口大学正門、 

NHK山口放送局、tysテレビ山口、yab山口朝日放送 

  趣旨：パープル・ライトアップには、女性に対するあらゆる暴力の根絶を広く呼びかける 

とともに、被害者に対して、「ひとりで悩まず、まずは相談をしてください。」とい 

うメッセージが込められています。 

※今年度、新たに市内テレビ局各社が趣旨に御賛同くださいました。 

 

      

２ マルチディスプレイを活用した啓発 

  期間：令和７年１１月１日（土）～１１月３０日（日） 

  場所：新山口駅南北自由通路 

  趣旨：新山口駅南北自由通路マルチディスプレイを活用し、「児童虐待防止対策推進」と 

「女性に対する暴力をなくす運動」の啓発を行います。 
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３ ダブルリボン・バッジの着用 

啓発のため市幹部職員及び市議会議員に配布し、着用の協力を依頼します。 

期間：令和７年１１月１日（土）～１１月３０日（日） 

  趣旨：吹田市が独自にデザインしたダブルリボンは、女性に対する 

暴力の根絶をめざす取組のシンボルであるパープルリボン 

と児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを組み合 

わせたもので、「あなたはひとりではない」とのメッセージが 

込められています。 

 

４ パープルリボン・バッジの着用 

  啓発のため関係部局職員に配布し、着用を依頼します。 

 

５ ポスター掲示、のぼり掲出、チラシ等配布による啓発 

  期間：令和７年１１月１２日（水）～１１月２５日（火） 

  場所：男女共同参画センター、総合支所（山口総合支所を除く）、地域交流センター、 

保健センター、隣保館等市の関連施設 

  趣旨：ポスター掲示とのぼり掲出、チラシ等の配布により、「女性に対する暴力をなくす

運動」の啓発を行います。 

男女共同参画センターでは、ポスター、のぼり、チラシ等に加え、パープルツリー

により啓発を行います。 

 

 

  

 

 

マルチディスプレイを活用した啓発 

担当：地域生活部人権推進課 

 男女共同参画推進室 

直通：９３４－２７８４ 

 内線：４００４ 

パープル・ライトアップ 


